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松原市教育委員会１２月定例会 議事録 

 

１．日  時   令和３年１２月２２日（水） 午後３時００分 

 

２．場  所   松原市役所 ３０１会議室 

 

３．付議事件等   

（１）議 案   第２５号 松原市文化財保護審議会への諮問について 

 

出席委員   美濃教育長 栗崎教育委員 田中教育委員 有馬教育委員 和田教育委員 

       佐野教育委員 

 

事務局        宮本教育総務部長 浦井理事兼教育政策課長事務取扱 横田学校教育部長  

田中教育総務部次長兼文化財課長 森岡副理事兼学校給食課長  

山森学校教育部次長 

田中教育総務課長 幸教職員課長 森教育推進課長 前崎地域教育課長 

矢野教育研修センター長  
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 それでは、会議に入りたいと思います。 

 ただいまの出席委員は５名でございます。私を含めまして定足数に達して

おりますので、会議は成立しております。 

 これより１２月定例教育委員会を開催いたします。 

 １１月定例会の会議録につきましては、まだ出来上がっておりませんの

で、次回定例教育委員会でお諮りをしたいと思います。 

 次に、本日の会議録の署名委員を指名いたします。委員会会議規則第１７

条第２項の規定により、栗崎委員にお願いしたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、初めに教育長報告を行います。お手元の資料に基づき報告をさ

せていただきます。 

 まず初めに、１１月２６日ですが、校長会議がございました。その後、ア

ウィーナ大阪で大阪府都市教育長協議会がございました。令和４年度におけ

る大阪府教育予算等に関する要望書について、大阪府都市教育長協議会から

大阪府教育委員会教育庁に個別の要望をさせていただきました。松原市は総

務・施設部門のまとめ役となっておりましたので、私のほうから、そのこと

についても説明をさせていただいたところです。 

 それから、１１月２９日からは令和３年松原市議会第４回定例会が、１２

月１７日までの日程で開催されました。 

 また１１月３０日には、第６０回松原市新型コロナウイルス感染症対策本

部会議が開かれたところです。 

 また１２月１日、バスケットボール寄贈式とございますけれども、これは、

プロバスケットボールチームの大阪エヴェッサが、毎年チャリティーパート

ナー企業と協力の下に、大阪府下の自治体や小中高等学校へバスケットボー

ルを寄贈して、バスケットボールをする子どもたちを支援するという取組を

行っております。 

 このたびは、チャリティーパートナー企業３社から、バスケットボール合

計８７個の寄贈を受けまして、感謝状を贈呈させていただきました。 

 １２月２日には、令和３年度松原市中学生の「税についての作文」の表彰

式に出席をいたしました。市内の中学校から６７２編の応募がございまし

て、１０名が市長から表彰状を授与されたところです。 

 それから、１２月１６日には四天王寺大学、また２１日は大阪教育大学で、

それぞれ講義をさせていただきました。１１月の大阪大谷大学に続いて、２

校目、３校目ということでやらせていただきました。「ＩＣＴ機器の活用と

これからの学校教育について」というようなことをテーマにして、松原市の

取組なども紹介しながら、これから教職を目指す学生さん、また必ずしも教

職を目指す方ではない方でも、今、学校がどういうふうに変わってきている

のかとか、これから求められる力とか条件というのはどういうものなのかと

いうことについて、私なりにお話をさせていただいたところです。 

 学生たちも、非常に熱心に聞いてくださって、松原市アドバンストインタ

ーンシップというのを考えていますということを、以前ここでもお話をさせ

ていただきましたけれども、そのことについても学生に話をしたところ、講

義終了後にすぐ、興味があるのでやってみたいというふうに言ってくだる学

生も数名ずついたということもあって、なかなか手応えが感じられたところ

です。 

 これからも、年度が変わっても、またこういうことにはチャレンジしてい
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きたいなというふうに考えております。 

 引き続き、オミクロン株ですか。先ほどニュースの速報で、大阪市内でも

感染例が確認されたというようなこともありましたけれども、教育委員会と

しては、子どもたちが教育を受ける権利をちゃんと保障して、健やかな成長

を図ってまいりたいと考えておりますので、教育委員の皆様方におかれまし

ても御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 私からの報告は、以上とさせていただきます。 

 ただいまの報告について、何か御質問、御意見等ございますでしょうか。 

 

 それでは、ないようですので、議事に入る前に、新型コロナウイルス感染

症対策の実施による小中学校の現在の状況について、事務局から報告をお願

いしたいと思います。 

 

 小中学校における新型コロナウイルス感染状況についての現状をお伝え

します。 

 まず、松原市全体でございますが、１２月２１日現在、２，３９２人の感

染者が累計確認されております。 

 月別の感染者数を振り返ってみますと、８月が５９２人、９月が３９０人、

１０月は２５人、１１月が８人、そして１２月は、２１日現在ですが２人と

なっております。減少傾向になっております。 

 そのうち、松原市立の小中学生の感染者数でございますが、月別で申し上

げますと、８月が６３人、９月が３４人、１０月が１人、１１月はゼロ、そ

して１２月も２１日現在ですがゼロでございます。 

 参考までに、この時期流行するインフルエンザ、こちらのほうも学級閉鎖

もございませんし、そもそもインフルエンザの感染患者は確認されていない

という状況です。 

 その上でですが、修学旅行につきましては、１１月末、布忍小学校が最後

トリを務めまして、２６日、２７日に無事実施が完了しまして、２２の小中

学校の修学旅行は全て無事実施できましたことを報告します。 

 併せまして、様々な学年で実施しております林間学校、遠足、校外学習、

この辺りの行事も、無事全校実施が済んでおります。 

 中学校では、部活動のほうも、通常どおりの実施が今できております。 

 現在ですが、２学期の学期末の保護者懇談、こちらも各学校で実施されて

おります。 

 １１月末に、文部科学省からの新型コロナウイルス感染症に関する学校で

の衛生管理マニュアルが若干改定されました。その中で、この状況の中でや

はり強調されましたのは、マスクの徹底、そして手洗いの徹底。細部にわた

る消毒にこだわるよりも、やはり児童生徒、そして教職員もですけど、手洗

いの徹底を強調されておりました。３つ目が換気の徹底ですが、これも座席

と座席の間隔にこだわるよりも、やはり優先すべきは換気の徹底ということ

で、繰り返しますと、マスク、手洗い、換気。もう子どもたちは当たり前の

ようになっておりますけど、これが感染対策の重要な３点ということで、マ

ニュアルにも強調されていました。 

 最後ですが、インターナショナルセーフスクールの取組をこのコロナ禍で

も進めておりまして、１月１７日から２１日の週におきまして、松原第二中

学校区３校、松原第五中学校区３校、合計６校の現地審査が予定されていま
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す。無事、この６校の認証が内定ということになりましたら、１月２８日に

認証式の予定です。この認証式は松原中学校区、松原第二中学校区、松原第

三中学校区、松原第五中学校区、松原第六中学校区、合計１６校同時に認証

式。正確に言いますと松原第三中学校区は再認証の認証式なんですけれど

も、１６校が２８日に認証式の予定です。松原第三中学校区の代表の児童生

徒、教職員は文化会館に集合していただきまして、残りの松原中学校区、松

原第二中学校区、松原第五中学校区、松原第六中学校区はそれぞれの学校で、

オンラインで認証式という予定でございます。委員の皆様も、今後の認証に

向けての取組を応援いただけますようによろしくお願いします。 

 私からは以上です。 

 

 説明は終わりました。ただいまの件について、何か御意見、御質問はござ

いませんでしょうか。 

 

 新型コロナウイルス感染症のことで、今、マスク、手洗い、換気っておっ

しゃっていただきましたけど、随分前に、教室や机を拭いたりという作業を、

アルバイトを雇ってしているということを聞きましたけど、今もまだ続けら

れているんですか。 

 

 消毒につきましては、確かに一時期、消毒ボランティアということで、ボ

ランティアの学生や地域の皆さんに御協力をいただいて、全校が継続をして

やってまいりました。 

その途中で、机等、教室等の消毒までは必要がないという大阪府の指示も

ございまして、一定縮小はしておりますが、それでも子どもたちがよく触る

電気のスイッチであったり、共有部分につきましては、学校の教員が消毒を

続けています。 

 一部の学校では、まだ協力するよということで、ボランティアの方が入っ

ておられる学校も一部ございますが、おおむねそのような形で今進めており

ます。 

 以上でございます。 

 

 ありがとうございます。 

 

 ほかにございますか。 

 

 では、ないようですので、これより本日の議事に入りたいと思います。 

 議案が１件と、その他の案件で２件というふうになっております。 

 初めに、「議案第２５号 松原市文化財保護審議会への諮問について」を

議題といたします。事務局より説明を求めます。 

  

 それでは、「議案第２５号 松原市文化財保護審議会への諮問について」

御説明いたします。 

 市指定文化財の指定につきましては、松原市文化財保護条例第６条第１項

に基づきまして、教育委員会が行うものと規定されており、また、指定する

際には、同条第３項の規定により、指定文化財候補の学術的価値などを判断

するために、文化財の専門家から構成される市文化財保護審議会に諮問する
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ものと規定されております。 

 今回、松原市丹南に所在します、融通念仏宗寺院の来迎寺に所有されます

来迎寺木造阿弥陀如来立像につきまして、松原市指定有形文化財として適当

であるか否かの意見を求めるものでございます。 

 資料の諮問調書の１ページ目を御覧ください。 

 この阿弥陀如来像につきましては、平安時代の中期、大体１０世紀に作ら

れた一木造りの、高さが１０２．４センチの仏像でございます。 

 写真を見ながらのほうが分かりやすいかと思いますので、写真の６ペー

ジ、７ページ辺りを御覧いただけたらと思います。 

 この阿弥陀如来の仏像につきましては、現在、先ほど申し上げました来迎

寺で祀られておりますが、それ以前につきましては、堺市の美原区大保にご

ざいました融通念仏宗の寺院である西福寺の御本尊でありました。その西福

寺が廃寺になりましたことから、その地域の中本山である来迎寺に平成１６

年にお迎えしたものでございます。 

 この像の特徴といたしましては、頭から体、足先までカヤと思われます１

本の木材から彫り出されておりまして、お顔の表情ですが、目尻が上がって

切れ長の細い目と、よく通った鼻筋、厚みのある上唇などの表現もあり、厳

かな表情を見せておられるものです。 

 また、この表情と着衣の表現の方法などから、製作時期は平安時代の中期

と見てよいと思われるものです。 

 また、この時期なんですけども、比叡山延暦寺の根本中堂に薬師如来像が

ございまして、この薬師如来像の模造作りが盛んに行われていた時期であり

ます。その模造に、ほかの模造と比べまして、この阿弥陀如来のほう、よく

似た特徴がございますので、その流れに乗った作品であるというふうに思わ

れます。 

 また、手の部分、来迎印という印が結ばれております。人さし指と中指で

丸く円を描くものなんですけども、これが阿弥陀如来の特徴でありますが、

これは付け替えられた跡がございます。 

 頭の部分、肉髻といわれるぽこっと出ている部分と、ほかの頭の部分、こ

このところが若干不明瞭な形になっておりますので、こういうふうな特徴か

ら見てみますと、もともとは薬師如来であったのではないかとも思われてい

ます。 

 どちらにいたしましても、現在確認されています松原市内にある仏像の中

でも最も古いもので、初めに申し上げました西福寺の歴史、寺歴を見まして

も、その寺歴よりもはるかに古い時代のものでありますので、かつて丹南郡

に所在した薬師寺のほうから移ってきたものであるというふうにも考えら

れます。 

 先ほど言いました平安時代中期という時期の仏像について、この周辺につ

いても非常にまれな分でありますので、南河内の仏教文化を考える上での貴

重な資料になっていくと思われます。 

 そのため、美術史学、歴史学の研究においても非常に学術的価値が高いも

のと思われますので、本仏像につきましては、本市の文化財保護審議委員会

にかけまして、答申を頂きたいものと考えております。 

 なお、こちらの仏像につきましては、本市の文化財保護審議会委員で美術

工芸、彫刻部分を専門とされています長谷委員より、指定文化財の候補とし

ての推薦を受けておるものでございます。 
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 以上でございます。よろしくお願いします。 

 

 説明は終わりました。ただいまの件について、何か御意見、御質問はござ

いませんでしょうか。 

 

 文化財保護審議会に諮問されるということですけれども、これはどれぐら

いの期間で結果が分かりますか。 

 

 現在、来年１月２８日ぐらいに文化財保護審議会を開催させていただい

て、諮問をさせていただきたいと考えております。 

 その後、何もなければ半年程度の調査の下、答申を頂きまして指定という

ふうな運びになりますが、何かありましたら、少しこの時期が延びるといっ

た形になります。 

 

 前の絵巻物のときは、どのぐらいかかりましたか。 

 

 絵巻は２月の教育委員会にかけて３月に諮問をさせていただいて、５月に

答申を頂いたかと思います。 

 

 大体、半年以内ぐらいですね。 

 

はい。 

 

 

 分かりました。 

 今回も大体、同じぐらいのスケジュール感という捉えでよろしいですか。 

 

 今回につきましても、委員の先生方からもいいんじゃないかというふうな

内容を頂いておりますので、それぐらいの感覚でいけるかなというふうに思

っております。 

 

 この議案に関しては異議はないんですけれども、一般的なことでちょっと

教えていただきたいんですけども、こういった文化財指定をされるまでに

は、一体どういう過程を踏んで、こういった審議会なりに答申されているん

ですか。 

 

 今回の分につきましては、市のほうで総合調査という形で来迎寺に入らせ

ていただいて、そこで来迎寺所有の仏像であったり絵巻であったり、古文書

であったりの調査をさせていただきました。 

 その際に、文化財保護審議会の先生方にも御協力いただいて、どういう価

値があるのか、どういうものなのかというのを、一つずつ調査をさせていた

だいた上で、推薦を頂いているというふうな形になります。 

 それ以外のものにつきましては、家とか布忍神社の沿革などがありますけ

ど、そういうものも推薦を頂いた上で、調べて、指定の運びというふうな形

になっています。 

 現在、来迎寺の総合調査のほうは一旦終了させていただいておりまして、
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今年から天美我堂の善正寺のほうに総合調査に入っておりますので、今後は

こちらの中から何かいいものが出てきたら、また指定に移っていきたいと考

えております。 

 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

 文化財になれば、公報とかそういうところに上げるんですよね。 

 

 文化財に指定されましたら、公報に載せて、あと毎年「たじひのだより」

という文化財の情報誌の冊子というかペーパーを作りますので、そちらのほ

うにも紹介をさせていただく形になります。 

 今年指定されました来迎寺の融通念仏絵巻なんですけれども、全体的に発

表する機会がなかったんですけども、来年３月の終わりぐらいに文化情報振

興事業団と共催で指定の記念講演をしたいと考えておりまして、その際に来

迎寺から、今交渉中なんですけど、絵巻をお借りして、展示を考えていると

ころでございます。 

 

 ありがとうございます。 

 

 広報誌もそうですけど、教育委員会のホームページなども使って、積極的

にそういうことは発信をしていこうと思います。 

 ほかに何かございますか。よろしいですか。 

 

 それでは、ないように見受けられますので、「議案第２５号 松原市文化

財保護審議会への諮問について」を可決することに御異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、「議案第２５号 松原市文化財保護審議会への諮問について」は、

可決されました。 

 続いて、その他案件ということでよろしいですか。まず、成人式について。 

 

 今年度の成人式につきましては、年末から年始にかけての新型コロナウイ

ルス感染状況を見据えながら実施することとなりました。 

 実施方法につきましては、お手元の資料にありますとおりに日時は令和４

年１月１０日。それで、１部から３部制にしまして、第１部は松原中学校区、

松原第二中学校区。第２部は、松原第三中学校区、松原第四中学校区。そし

て第３部は、松原第五中学校区、松原第六中学校区、松原第七中学校区とい

たしまして、場所は松原市文化会館で行います。 

 対象者につきましては、男性が６７６名、女性が６２１名、合計１，２９

７人を対象としております。 

 教育委員の皆様につきましては、本来ならば全ての式典を見ていただきた

いと考えておりましたが、新型コロナウイルス感染症対策の一環として短縮

して行うと考えてますので、どれか一部での御出席となりました。 

 それにつきましては、御理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 
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美濃教育長 

 

 

前崎地域教育

課長 

 

田中委員 

 

前崎地域教育

課長 

 

田中委員 

 

美濃教育長 

 

 

 

森教育推進課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美濃教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 以上です。 

 

 何か今の件についてございますか。 

 これは完全に入替え制なんですか。 

 

 はい。入替え制で、今考えているのは、式典とアトラクションが２０分。

それで、２０分かけて入替えをして、３部やりたいと思っています。 

 

 我々は１０分前に行けばいいんでしょうか。 

 

 そのとおりで、１０分前に来ていただければ大丈夫です。 

 

 

 ありがとうございます。 

 

 それでは、よろしいですか。 

 

 続きまして、ＩＳＳの認証式のことについて。 

 

 先ほど、横田学校教育部長からもお話がありました、令和３年度インター

ナショナルセーフスクールの現地審査の取組を踏まえて、来年、令和４年１

月２８日金曜日に合同の認証式典を予定しております。 

 松原中学校区、それから松原第二中学校区、松原第五中学校区、第六中学

校区、それから第三中学校区の再認証ということになりまして、１６校の合

同の認証式典を１月２８日１６時から、松原市文化会館で行いたいと考えて

おります。 

 これをもちまして、松原市内全ての小中学校がインターナショナルセーフ

スクールの国際認証を取得するという予定になっておりますので、教育委員

の皆様には、大変お忙しい時期だとは思うんですけれども、もし御都合がよ

ろしければ御出席をしていただきたいなと思いまして、御案内をさせていた

だいております。 

 会場には松原第三中学校区の学校、ほかの学校についてはオンラインでの

参加ということで予定しておるところです。 

 少し流動的なところもありまして、感染状況等を踏まえて、また考えてい

きたいところがありますけれども、今この予定で進めておりますので、どう

ぞよろしくお願いします。 

 以上です。 

 

 ありがとうございます。ただいまの件について何か御質問ございませんで

しょうか。 

 

特にないということでよろしいですか。 

 それでは、他に何かございますでしょうか。 

 

よろしいですか。 

 それでは、以上をもちまして、１２月の定例教育委員会を終わらせていた
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だきます。皆様、本日はありがとうございました。 

 

 

 

（閉会宣言午後３時２８分） 

 

 

 

 

署 名    教育長  美濃 亮      

委 員  栗崎 節子        

 

 


